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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）ハーネスと、
　（ｂ）マスク本体とを含み、該マスク本体が、更に、
　　（ｉ）フィルタ層を含むフィルタ構造と、
　　（ｉｉ）中央で間隔を置いて配置され、長手方向に可動であり、第一側面から第二側
面まで延びて横断方向に延在し、第一及び第二側面のそれぞれで互いに収束した形状であ
る、複数の部材を含む支持構造とを含み、前記横断方向に延在した複数の部材は、中心線
から前記第一側面に向かうにしたがって互いに近づくと共に、前記中心線から前記第二側
面に向かうにしたがって互いに近づき、前記横断方向に延在した複数の部材中に、横断方
向に延在する部材の長手方向の動きを妨げるような長手方向に延在するいかなる部材にも
接合されることなく、長手方向に可動であり第一側面から第二側面まで延びて横断方向に
延在する少なくとも１つの前記部材がある、フィルタリング顔面装着レスピレータ。
【請求項２】
　長手方向の動きを妨げるような長手方向に延在する部材によって接合されない、長手方
向に可動であり横断方向に延在する少なくとも１つの前記部材が、該長手方向に可動であ
り横断方向に延在する部材に対して顕著な構造的損傷を起こすことなく、中央線の箇所で
長手方向に少なくとも５ｍｍ移動することができる、請求項１に記載のフィルタリング顔
面装着レスピレータ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長手方向に可動性で横断方向に延在する部材を含む支持構造を有するフィル
タリング顔面装着レスピレータに関するものである。これらの可動性支持部材により、レ
スピレータマスク本体が、レスピレータ着用者の発話時に起こる顎の動きによりよく適応
することが可能になる。可動性支持部材は更に、幅広い範囲の顔の大きさ及び形状に対し
、マスク本体をよりよく適応させることができる。
【背景技術】
【０００２】
　レスピレータは一般に、２つの一般的目的、即ち（１）不純物又は汚染物質が着用者の
呼吸器系に入るのを防ぐこと、及び（２）他の人又は物が、着用者によって吐き出された
病原体及び他の汚染物質に曝されることから守ること、の少なくとも一つのために、人の
呼吸経路を覆って着用されるものである。第１の状況では、レスピレータは、空気が着用
者にとって有害な粒子を含んでいる環境、例えば自動車車体修理工場において着用される
。第２の状況では、レスピレータは、他の人又は物に対する汚染の危険性がある環境、例
えば手術室又はクリーンルームにおいて着用される。
【０００３】
　一部のレスピレータは、そのマスク本体自体がフィルタ機構として機能することから、
「フィルタリング顔面装着」であるものとして分類される。取り付け可能なフィルタカー
トリッジ（米国再発行特許第３９，４９３号、ユチャック（Yuschak）ら）又はインサー
ト成型フィルタエレメント（米国特許第４，７９０，３０６号、ブラウン（Braun））と
共にゴム又はエラストマー製マスク本体を使用するレスピレータとは異なり、フィルタリ
ング顔面装着レスピレータは、マスク本体全体の大半を含むフィルタ材を有しているため
、フィルタカートリッジの取り付け又は交換の必要がない。これにより、フィルタリング
顔面装着レスピレータは重量が比較的軽量であり、使用が簡単である。
【０００４】
　フィルタリング顔面装着レスピレータは一般に２つのカテゴリー、すなわち平らに畳め
るレスピレータと成型レスピレータのうち１つに分類される。平らに畳めるレスピレータ
は平らに保管されるが、縫い目、プリーツ、及び／又は折り目を含み、これらにより使用
時にマスクをカップ型形状に開くことができる。平らに畳めるフィルタリング顔面装着レ
スピレータの例は、米国特許第６，５６８，３９２号及び同第６，４８４，７２２号（ボ
ストック（Bostock）ら）並びに同第６，３９４，０９０号（チャン（Chen））に示され
ている。
【０００５】
　これに対して成型レスピレータは、望ましい顔面適合形状にほぼ永久的に形成され、一
般に保管中及び使用中にその形状が維持される。成型フィルタリング顔面装着レスピレー
タは通常、成型支持シェル構造（一般的に「成型層」と呼ばれる）を含み、これは一般に
熱固着繊維又はオープンワーク構造プラスチックメッシュから製造される。成型層は主に
、フィルタ層の支持体を提供するよう設計される。フィルタ層に対して成型層はマスクの
内側部分（着用者の顔に隣接する側）にあってよく、又はマスクの外側部分若しくは内側
と外側の両方部分にあってもよい。フィルタ層を支持する成型層を開示している特許の例
としては、米国特許第４，５３６，４４０号（バーグ（Berg））、同第４，８０７，６１
９号（デュールード（Dyrud）ら）、及び同第４，８５０，３４７号（スコフ（Skov））
が挙げられる。
【０００６】
　成型レスピレータのマスク本体の構築において、フィルタ層は典型的に、成型層に対し
て並列に配置され、組み合わせたこれらの層は、加熱した雄型及び雌型部品の間に組み合
わせた層を置くことによって（例えば米国特許第４，５３６，４４０号（バーグ（Berg）
））、又は、層を重ね合わせた状態で加熱ステージに通し、次にその重ね合わせた層をフ
ェースマスクの形状に冷間成型することによって（例えば米国特許第５，３０７，７９６
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号（クロンザー（Kronzer）ら））及び同第４，８５０，３４７（スコフ（Skov）））、
成型作業の対象となる。
【０００７】
　既知の成型フィルタリング顔面装着レスピレータにおいて、フィルタ層は－上記の技法
のいずれによってマスク本体に組み込まれているか否かを問わず－典型的に、層間の界面
における繊維のからまりによって、又は成型層への繊維の結合によって、成型層に付着す
る。別の方法としては、フィルタ層は適切な接着剤の使用により内側表面全体にわたって
成型層シェルに接着されてもよい－米国特許第６，９２３，１８２号及び同第６，０４１
，７８２号（アンガジヴァンド（Angadjivand）ら）を参照。既知のフィルタリング顔面
装着レスピレータはまた、マスク本体の外周を溶接することにより、重ね合わせた層を接
合することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】カナダ特許第１，２９６，４８７号
【特許文献２】欧州特許第１，０３０，７２１号
【特許文献３】国際公開第９６／２８２１６Ａ号
【特許文献４】米国意匠特許第３４７，２９８号
【特許文献５】米国意匠特許第３４７，２９９号
【特許文献６】米国意匠特許第４１２，５７３号
【特許文献７】米国再発行特許第３１，２８５号
【特許文献８】米国再発行特許第３７，９７４号
【特許文献９】米国再発行特許第３９，４９３号
【特許文献１０】米国特許公開第２００７－００４４８０３Ａ１号
【特許文献１１】米国特許公開第２００７－００６８５２９Ａ１号
【特許文献１２】米国特許第３，９７１，３７３号
【特許文献１３】米国特許第４，２１５，６８２号
【特許文献１４】米国特許第４，５３６，４４０号
【特許文献１５】米国特許第４，５８８，５３７号
【特許文献１６】米国特許第４，６００，００２号
【特許文献１７】米国特許第４，７９０，３０６号
【特許文献１８】米国特許第４，７９８，８５０号
【特許文献１９】米国特許第４，８０７，６１９号
【特許文献２０】米国特許第４，８５０，３４７号
【特許文献２１】米国特許第５，３０７，７９６号
【特許文献２２】米国特許第５，３２５，８９２号
【特許文献２３】米国特許第５，４９６，５０７号
【特許文献２４】米国特許第５，５５８，０８９号
【特許文献２５】米国特許第５，６１７，８４９号
【特許文献２６】米国特許第５，６５６，３６８号
【特許文献２７】米国特許第５，８０４，２９５号
【特許文献２８】米国特許第５，９０８，５９８号
【特許文献２９】米国特許第６，０４１，７８２号
【特許文献３０】米国特許第６，１０２，０３９号
【特許文献３１】米国特許第６，１２３，０７７号
【特許文献３２】米国特許第６，３７５，８８６号
【特許文献３３】米国特許第６，３９１，４２９号
【特許文献３４】米国特許第６，３９４，０９０号
【特許文献３５】米国特許第６，３９７，４５８　Ｂ１号
【特許文献３６】米国特許第６，３９８，８４７　Ｂ１号
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【特許文献３７】米国特許第６，４０６，６５７号
【特許文献３８】米国特許第６，４０９，８０６　Ｂ１号
【特許文献３９】米国特許第６，４５４，９８６号
【特許文献４０】米国特許第６，４８４，７２２号
【特許文献４１】米国特許第６，５６８，３９２号
【特許文献４２】米国特許第６，６０４，５２４号
【特許文献４３】米国特許第６，７４３，４６４号
【特許文献４４】米国特許第６，７８３，５７４号
【特許文献４５】米国特許第６，８２４，７１８号
【特許文献４６】米国特許第６，８４３，２４８号
【特許文献４７】米国特許第６，８５４，４６３号
【特許文献４８】米国特許第６，８８３，５１８号
【特許文献４９】米国特許第６，９２３，１８２号
【特許文献５０】米国特許第６，９５９，７０９号
【特許文献５１】米国特許第７，００７，６９５号
【特許文献５２】米国特許第７，０１３，８９５号
【特許文献５３】米国特許第７，０２８，６８９号
【特許文献５４】米国特許第７，０６９，９３１号
【特許文献５５】米国特許第７，１１７，８６８号
【特許文献５６】米国特許第７，１８８，６２２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のように、フィルタリング顔面装着レスピレータの設計の当業者は、成型済みマス
ク本体においてフィルタ層を支持するさまざまな方法を開発している。しかしながら、設
計されているマスク本体は、一般に非動的構造であり、着用者の顎の動きに対応しない。
レスピレータ着用者はしばしば、作業中に同僚と話す必要がある。会話の際に起こる顎の
動きによって、着用者の顔に対するマスク本体の位置のずれが生じ得る。着用者の顔の望
ましい位置からレスピレータがずれると、汚染空気がろ過されずにマスク内部に入り込む
機会が発生し得る。更に、顎を開けることにより、マスク本体が下に引っ張られ、鼻を圧
迫する作用が起こりがちである。このように、従来のレスピレータの非動的構造は、着用
者に不快な状況を生み出すことがある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、着用者の顎の動きに適合でき、これによりレスピレータは会話中にも着用者
の顔に適切かつ快適にフィットしたままである、フィルタリング顔面装着レスピレータを
提供する必要に取り組む。このために本発明では、（ａ）ハーネスと、（ｂ）マスク本体
とを含むフィルタリング顔面装着レスピレータを提供し、このマスク本体は更に、（ｉ）
フィルタ層を含むフィルタ構造と、（ｉｉ）中央で間隔を置いて配置され、長手方向に可
動性で第一側面から第二側面まで延びて横断方向に延在し、第一及び第二側面のそれぞれ
で互いに収束した形状である複数の部材を含む支持構造とを含み、この支持構造中に、横
断方向に延在する部材の長手方向への動きを妨げるような長手方向に延在するいかなる部
材にも接合されることなく、長手方向に可動性で第一側面から第二側面まで延びて横断方
向に延在する少なくとも１つの部材がある。
【００１１】
　上述のように、従来のフィルタリング顔面装着レスピレータのためのマスク本体は、通
常、フィルタ層を支持するため、熱接着された繊維の不織布ウェブ又はオープンワーク構
造プラスチックメッシュを含む支持構造を使用している。これらの従来の支持構造は、着
用者の顎の動きに動的に対応する能力に欠けていた。長手方向に可動性で横断方向に延在
する少なくとも１つの部材に関連して両側面において収束した形状の、横断方向に延在す
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る部材を供給することにより、人の顎の動きによりよく適合して長手方向に伸展する支持
構造が可能になる。本発明による、着用者の顎の動きに適合する機能により、使用中に着
用者の顔の望ましい位置によりよく保持されるマスク本体が実現できる。支持構造の伸展
可能な性質により更に、単一のレスピレータで、幅広い範囲の顔の大きさにフィットする
ことができ、鼻の圧迫の問題が軽減され得る。
【００１２】
　用語
　以下に詳述された用語は、定義された意味を有することになる。
【００１３】
　「二分する」は、ほぼ等しい２つの部分に分けることを意味する。
【００１４】
　「中央線」は、正面から見たときにマスクを垂直に二分する線を意味する（図７）。
【００１５】
　「中央で間隔を置いて配置された」は、正面から見たときにマスク本体を垂直に二分す
る線又は面に沿って互いに分離して配置されていることを意味する。
【００１６】
　「備える（又は備えている）」は、特許専門用語において標準であるその定義を意味し
、「含む」、「有する」、又は「含有する」とほぼ同義である制約のない用語である。「
備える」、「含む」、「有する」、及び「含有する」、並びにこれらの変形は、一般的に
使用される制約のない用語であるが、本発明は、「本質的に～から成る」などのより狭義
の用語を使用して適切に記載されることもでき、これは、本発明のレスピレータがその意
図される機能を果たす際の性能に対して悪影響を及ぼす物又は要素のみを除外するという
点で、制約のない用語に準ずる用語である。
【００１７】
　「清浄な空気」は、汚染物質を取り除くためにろ過された、ある量の大気周囲空気を意
味する。
【００１８】
　「汚染物質」は、粒子（粉じん、ミスト、及びフュームを含む）、及び／又は、一般に
粒子と見なされないことがあるが（例えば有機蒸気など）、呼気流の中の空気を含む、空
気中に懸濁されていることがある他の物質を意味する。
【００１９】
　「横断次元」は、レスピレータを正面から見たときに、レスピレータの側辺から側辺ま
で横方向に延在する次元を意味する。
【００２０】
　「外部気体空間」は、吐き出された気体が、マスク本体及び／又は呼気弁を通過し、そ
れらを越えた後に入る、周囲大気中の気体空間を意味する。
【００２１】
　「フィルタリング顔面装着」は、マスク本体自体が、それを通過する空気をろ過する設
計になっていることを意味する。この目的を達成するために、別個に特定可能なフィルタ
カートリッジや挿入される成型フィルタエレメントを、マスク本体に取り付けたり成型し
たりするものではない。
【００２２】
　「フィルタ」又は「フィルタ層」は、通気性材質の１つ以上の層を意味し、その層は、
通り抜ける空気流から汚染物質（粒子など）を除去するという主目的に適している。
【００２３】
　「フィルタ構造」は、主に空気をろ過するために設計された構成体を意味する。
【００２４】
　「第一側面」は、レスピレータを垂直に二分する面から横方向に離れており、かつレス
ピレータを装着したときに着用者の頬及び／又は顎の領域に存在する、マスク本体の一領
域を意味する。
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【００２５】
　「ハーネス」は、マスク本体を着用者の顔面上で支持する助けとなる構造体又は部品の
組み合わせを意味する。
【００２６】
　「一体」は、問題となっている複数部分が１つの部品として同時に製造されたものであ
り、２つの別々の部品を後で合わせて接合したものではないことを意味する。
【００２７】
　「動きの妨げ」は、通常の使用条件下において存在する力に曝されたとき、動きのじゃ
まとなり、動きを制限し、又は動きを奪うことを意味する。
【００２８】
　「内部気体空間」は、マスク本体と人の顔面との間の空間を意味する。
【００２９】
　「境界線」は、折り目、縫い目、溶接線、接合線、ステッチ線、ヒンジ線、及び／又は
これらの任意の組み合わせを意味する。
【００３０】
　「活性ヒンジ」は、当該ヒンジ部から延在する部材が、全体に、そのヒンジ部を中心に
回転するような形で容易に旋回することができ、通常の使用においてはこれによる破損が
その部材又はヒンジ接合に起こることはないような、機構を意味する。
【００３１】
　「長手方向に可動性」及び「長手方向に動く」は、単なる指の圧力に対応して長手方向
に動かせることを意味する。
【００３２】
　「マスク本体」は、人の鼻及び口を覆ってフィットするよう設計され、かつ外部気体空
間から離てられた内部気体空間を画定するのを助ける通気性構造体を意味する。
【００３３】
　「部材」は、支持構造に関係して用いられるとき、支持構造の全体的な構成及び形状に
有意義に寄与するような大きさの、個別かつ容易に識別可能な固体部品を意味する。
【００３４】
　「外縁」は、マスク本体の外側縁部を意味し、レスピレータを着用したときに、この外
側縁部は、全体的に着用者の顔に隣接して配置される。
【００３５】
　「プリーツ」は、それ自体が折り畳まれるよう設計された部分を意味する。
【００３６】
　「プリーツ状」は、それ自体が折り畳まれていることを意味する。
【００３７】
　「高分子」及び「プラスチック」はそれぞれ、１種又はそれより多くのポリマーを主に
含み、その他の成分も含有することがある材料を意味する。
【００３８】
　「複数」は、２つ以上を意味する。
【００３９】
　「レスピレータ」は、呼吸するための清浄な空気を着用者に提供するための、人間が着
用する空気ろ過装置を意味する。
【００４０】
　「第二側面」は、マスクを垂直に二分する平面線から離れており（第二側面は第一側面
の反対側に位置する）、かつレスピレータを装着したときに着用者の頬及び／又は顎の領
域に存在する、マスク本体の一領域を意味する。
【００４１】
　「支持構造」は、通常の取扱いにおいて、望ましい形状を保持するための十分な構造的
一体性を有し、それによって支持されるフィルタ構造の意図された形状の保持を助けるよ
う設計された構成体を意味する。
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【００４２】
　「間隔を置いて配置」は、物理的に離れている、又はそれらの間に測定可能な距離を有
することを意味する。
【００４３】
　「横断方向に延在」は、ほぼ横断次元方向に延びて存在することを意味する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】人の顔に着用した状態での、本発明によるフィルタリング顔面装着レスピレータ
１０の正面斜視図。
【図２ａ】長手方向に可動性で横断方向に延在する部材２６が、非伸展状態で、部材２８
に近接しているときの、本発明によるマスク本体１２の側面図。
【図２ｂ】長手方向に可動性で横断方向に延在する部材２６が部材２８から離れ、マスク
本体を開いた伸展形状にしているときの、本発明によるマスク本体１２。
【図３】図２ｂの線分３－３におけるフィルタ構造１８の断面図。
【図４】フィルタ構造１８の斜視図。
【図５】部材２６、２８、４０、４６、４８、及び５０の回転運動を可能にする支持構造
１６’に使用することができる活性ヒンジ６４ａ、６４ｂの、別の実施形態の側面図。
【図５Ｅ】図５の点線の円５Ｅ内領域の拡大図。
【図６ａ】別の支持構造１６”を有し、ノーズクリップ７２及び呼気バルブ７４を含む、
レスピレータ１０”の別の実施形態の側面図。
【図６ｂ】別の支持構造１６”を有し、ノーズクリップ７２及び呼気バルブ７４を含む、
レスピレータ１０”の別の実施形態の側面図。
【図７】マスク本体１２の正面図であり、試験中にマスク本体１２を長手方向に伸展する
のを助けるために同マスク本体に固定され得るフィルムストリップ７６。
【図８】本発明による複数層フィルタ構造１８（図４）を形成するのに使用される半加工
品の平面図。
【図９】本発明によるフィルタリング顔面装着レスピレータ及びモルデックス（Moldex）
２２００フィルタリング顔面装着レスピレータに関する引張り応力対負荷曲線のグラフ。
【図１０】本発明のレスピレータにおける隣接した２つの横断方向に延在する部材を、長
手方向に引き離すために必要な力をプロットしたグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　本発明の実施において、提供されるフィルタリング顔面装着レスピレータは、１つ以上
の場所においてアコーディオンのように機能する性質を有し、これによりマスク本体が人
の顎の動きに協調して伸縮できる。作業者は日常的に、仕事中に互いにコミュニケーショ
ンをとる必要がある。しかしながら従来のフィルタリング顔面装着レスピレータでは、着
用者の顎の動きに協調した、かなりの動的動きを可能にするようなマスク本体は使用され
ていない。したがって、従来のレスピレータでは、着用者が話しているときに着用者の顔
の上で位置がずれる可能性があった。レスピレータの鼻部分も、顎が下方向に動いたとき
に、着用者の鼻から下に引っ張られることになった。本発明は、場合によりレスピレータ
着用者が口を開閉する際に、部材同士が互いに離れ又は近づくよう動くことができる、長
手方向に可動性であり横断方向に延在する１つ以上の部材を提供することにより、これら
の欠点に対処している。
【００４６】
　図１は、ある人の鼻及び口の上に着用されているレスピレータ１０を示す。レスピレー
タ１０は、マスク本体１２及びハーネス１４を含む。マスク本体１２は、支持構造１６及
びフィルタ構造１８を有する。支持構造１６は、外縁２０、第一側面２２、及び相対する
第二側面２４を含む。支持構造１６の外縁２０は、レスピレータ１０が着用されていると
きに着用者の顔に接触し得るが、必ずしも接触しているわけではない。外縁２０は、マス
ク本体１２の外周を連続的に３６０°取り囲みかつこれに隣接して延在する部材又は部材
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の組み合わせを含み得る。この外縁は、分割されていてもよく、また不連続であってもよ
い。典型的に、着用者の顔はフィルタ構造１８の内側表面又は外周（又は追加のフェース
シール材質の内側表面）にのみ接触し、これにより快適なフィットが達成される。よって
、フィルタ構造１８の外周縁は、支持構造１６の外縁２０をわずかに超えて延在してもよ
い。支持構造１６にはまた、長手方向に可動性で横断方向に延在する部材２６が含まれる
。この長手方向に可動性で横断方向に延在する部材２６は、マスク本体１２の第一側面２
２から第二側面２４まで延在し、側面２２及び２４の間において、この横断方向に延在す
る部材２６の長手方向の動きを妨げ得るような長手方向に延在するいかなる部材にも接合
されることはない。すなわち、着用者が顎を開いたとき、あるいは口を開けたときに部材
２６が部材２８から離れるのを拘束するような、部材２６を部材２８に接合する構造的部
材はない。図示した実施形態によって有益に達成される長手方向の動きは、特に中央線２
９に沿った部分で明らかである。横断方向に延在する部材２６、２８は、中央線２９から
支持構造１６の各側面２２又は２４に向かって、互いに収束した形状になっている。正面
からの平面投影図としてレスピレータを見ると（図７）、横断方向次元は、ほぼ「ｘ」次
元でレスピレータを横切って延び、長手方向次元は、ほぼ「ｙ」次元でレスピレータ１０
の上下の間に延びる。このような平面投影図で見たとき、横断方向に延在する部材２６は
、ほぼ「ｙ」方向に、部材２８に向かって近づきかつ離れる動きをすることができる。こ
の動きを行う際、部材２６は、横断方向に延在する部材が合流して合わせられる第一側面
２２及び第二側面２４の箇所よりも、中央線２９に沿った部分の方が、より大きい距離で
、部材２８に向かって近づきかつ離れる動きをする。ハーネス１４には第一ストラップ３
０及び第二ストラップ３２が含まれ、これらは１つ以上のバックル３４によって長さを調
整することができる。ハーネス１４は、第一側面２２及び第二側面２４において、ハーネ
ス固定フランジ部材３５ａ、３５ｂの部分でマスク本体１２に固定することができる。バ
ックル３４は、ステープル止め、接着剤接合、溶接などのさまざまな方法で、フランジ部
材３５ａ、３５ｂの部分でマスク１２に固定することができる。バックルは、支持構造１
６に一体型成型することもできる（本特許出願と同日付で出願された米国特許出願第６０
／９７４，０３１号（代理人整理番号第６３３５５ＵＳ００２号）「一体型ハーネスバッ
クルを有するフィルタリング顔面装着レスピレータ（Filtering Face-Piece Respirator 
Having Integral Harness Buckles）」を参照）。マスク本体１２には更に、開口部３８
がそれ自体に配置された所望によるフレーム３６が含まれる。フレーム３６は、呼気バル
ブ（図示なし）をマスク本体１２に固定するための場所又は基盤を提供する。横断方向に
延在する部材２８及び４０はフレーム３６上の長手方向に延在する部材３７によって接合
されているが、マスク本体１２はそれにもかかわらず、部材２６と２８の間、及び互いの
間で接合されていない他の部材の間で、比較的自由な動きによって伸展することができる
。よって、本発明は長手方向に互いに近づきかつ離れる動きをする能力を呈する１つ以上
の部材（２、３、４、５など）を有することを企図しているが、本発明に従った目的を達
成するために、横断方向に延在する部材すべてが互いに隣り合う部材に対してそのような
性質を示す必要はない。
【００４７】
　フレーム３６で支持構造１６に対して固定され得る呼気バルブは、米国特許第７，１８
８，６２２号、同第７，０２８，６８９号及び同第７，０１３，８９５号（マーティン（
Martin）ら）、同第７，１１７，８６８号、同第６，８５４，４６３号、同第６，８４３
，２４８号、及び同第５，３２５，８９２号（ジャプンティック（Japuntich）ら）、同
第６，８８３，５１８号（ミッテルスタッド（Mittelstadt）ら）、並びに同第ＲＥ３７
，９７４号（バウアーズ（Bowers））に記述されている単向性バルブに同様の構造を有す
ることができる。呼気バルブは、超音波溶接、接着剤接合、機械的クランプ固定などのさ
まざまな方法によってフレーム３６に固定することができる。バルブシートは、開口部３
８を貫通しフレーム３６に対するクランプ固定内でそれ自体折り返されるシリンダーを含
むよう形成することができる（例えば米国特許第７，０６９，９３１号、同第７，００７
，６９５号、同第６，９５９，７０９号、及び同第６，６０４，５２４号（カラン（Curr
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an）ら）並びに欧州特許第１，０３０，７２１号（ウィリアムズ（Williams）ら）を参照
）。更に、フラップを保護するため、及び／又は着用者の眼鏡を避けて呼気を下向きに導
くために、バルブカバーをバルブシートに取り付けることもできる。バルブカバー設計の
例は、米国意匠特許第３４７，２９８号（ジャプンティック（Japuntich）ら）及び同第
３４７，２９９号（ブライアント（Bryant）ら）に示されている。
【００４８】
　図２ａはマスク本体１２の側面図を示す。横断方向に延在する部材２６及び２８は互い
に隣接して配置され、フィルタ構造１８はプリーツ可能な領域４２の間でプリーツ状に折
り畳まれている。マスク本体１２の支持構造１６には更に、可動性の横断方向に延在する
部材２６が部材２８に会する領域に位置する活性ヒンジ４４を含めることができる。活性
ヒンジ４４は、横断方向に延在する部材２６及び２８がより容易に互いに向かって近づき
かつ離れる動きをするのを可能にし、有益である。図に示すように、活性ヒンジ４４は円
く膨らんだ袋小路のような形状を有し得る。活性ヒンジ４４は好ましくは更に、マスク１
２が図２ａ及び２ｂに示すように直立配置に置かれているとき、「ｙ」次元で上側及び下
側ハーネス取り付けフランジ３５ａ及び３５ｂの間に配置される。ハーネス１４（図１）
がマスク本体１２に対して力をかける点（この場合はフランジ３５ａ及び３５ｂ）の間に
、１つ、２つ、３つ、又はそれ以上の活性ヒンジを配置することができる。図２ａに示す
ように、各側面２２及び２４から離れた位置で相互の間に配置された長手方向に延在する
部材を持たない、他の横断方向に延在する部材４６、４８、４９、及び５０がある。ここ
で、例えば横断方向に延在する部材４６及び４８は長手方向に動くことができ、これによ
りマスク本体１２が伸展又は収縮できるが、これらの部材は、プリーツがなく、第一及び
第二側面部分２２及び２４で会する場所に円く膨らんだ袋小路のような形状の活性ヒンジ
もないため、部材２６ほど自由な可動性は得られない恐れがある。よって、横断方向に延
在する部材２６、２８、４６、４８、４９及び５０の各末端にはこのような活性ヒンジ４
４が１つだけ図示されているが、本発明は実際に、他の横断方向に延在する部材の間にも
このような追加の活性ヒンジを使用することを企図するものである。活性ヒンジは横断方
向に延在する部材が会する場所に使用することができる。しかしながら、長手方向に互い
に近づきかつ離れる動きが意図されている部材の間には、長手方向に延在するいかなる部
材もあってはならない。図に示すように、横断方向に延在する部材２６、２８、４０、４
６、４８、４９及び５０のそれぞれが、中央線２９（図１及び７）から各側面２２、２４
に向かうに従って収束した形状になっている。各側面において、外縁内にある横断方向に
延在する部材（すなわち部材２６、２８、４０、４６及び４８）はそれぞれに互いに収束
した形状になり、これにより、側面から見たときにこれら部材がすべて互いに３５ｍｍ以
下の範囲内にあり、このとき、同じ部材は中央で間隔を置いて、中央線２９において合計
約５０～１０ｍｍの範囲に配置され得る（図１）。
【００４９】
　図２ｂは、プリーツ可能な領域４２が伸展している形状のマスク本体１２を示す。この
形状のとき、横断方向に延在している部材２６及び２８は互いにほぼ最大の距離で離れて
中央で間隔を置いて配置されている。図２ａのマスク本体形状を図２ｂの形状と比べると
、本発明のマスク本体１２はプリーツ可能な領域４２においてアコーディオンのように機
能する能力を有していることが明らかである。この能力は特に、上述のように、さまざま
な大きさの顔における顎の動きに適応できるという利益がある。フィルタ構造１８は、マ
スク本体１２の支持構造１６に対し、１つ以上、又は複数の接触点で取り付けることがで
きる。この接合は、支持構造の外縁２０付近及びこれに沿って、並びに／又は横断方向に
延在する部材２６、２８、４０、４６、４８、４９及び５０がフィルタ構造１８に会する
さまざまな場所で行うことができる。支持構造１６及びフィルタ構造１８は、接着剤接合
、溶接、オーバーモールドなどを含むさまざまな方法によって合わせて固定することがで
きる。フィルタ構造１８が耐用期間を終えたときに、支持構造１６の再使用を可能にする
ような、一時的接合メカニズムも使用することができる。このような状況において、着用
者はフィルタ構造１８を交換し、支持構造１６を保持することにより、フィルタが耐用期
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間を終えたときに捨てる必要があるのはフィルタ構造１８だけになる。１つ以上の横断方
向に延在する部材は好ましくは、単なる指の圧力に対応して長手方向に動く能力を有する
。すなわち、横断方向に延在する部材を長手方向に押すだけで、横断方向に延在する部材
が容易に湾曲し得る。横断方向に延在する部材が容易に湾曲する能力は、後述の、「横断
方向に延在する部材の移動試験（ＴＥＭＭＴ）」によって更に明らかにされる。この試験
においては、１つ以上の横断方向に延在する部材が、わずか０．２Ｎの力をかけたときに
５ｍｍを超えて動かすことができる。より好ましくは、ＴＥＭＭＴにおいて、１つ以上の
横断方向に延在する部材が、わずか０．３Ｎの力をかけたときに少なくとも１０ｍｍ動か
すことができる。長手方向に可動性で横断方向に延在する部材は、マスク本体の側面２２
及び２４におけるよりも、中央線２９（図１及び７）に沿った部分で、より大きな距離を
動くことができる。典型的に、中央で間隔を置いて配置された横断方向に延在する部材の
少なくとも１つが、「横断方向に延在する部材の移動試験」でわずか約０．７Ｎ以下の力
をかけたときに、同横断方向に延在する部材に対して顕著な構造的損傷を起こすことなく
、中央線２９の箇所で長手方向に約５、１０、１５、２０、又は３５ｍｍも移動すること
ができる。典型的に、マスク本体全体は、後述のレスピレータ伸展試験（ＲＥＴ）におい
てレスピレータの試験を行った場合に、それ自体に破損を起こすことなく最大で約２０～
３５ｍｍ伸展することができる。
【００５０】
　支持構造は、射出成形などの周知の方法によって製造することができる。支持構造の製
造には、オレフィン類（ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、及びポリメチル
（ペンテン）を含む）、プラストマー、熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー、熱硬化性
樹脂、及びこれらの混合物又は組み合わせなどの既知のプラスチックを使用することがで
きる。顔料、紫外線安定剤、抗塊剤、成核剤、殺真菌剤、及び殺菌剤などの添加剤も、支
持構造を形成する組成物に加えることができる。使用されるプラスチックは、好ましくは
弾性、形状記憶、及び曲げ疲労に対する耐性を呈することができ、これにより支持構造は
、特に任意のヒンジ点において、多数回（すなわち１００回超）変形しかつ元の位置に戻
ることができる。選択されたプラスチックは、無制限回数の変形に耐える性能を有し、こ
れにより支持構造は、フィルタ構造よりも長い耐用期間を呈するべきである。支持構造に
選択された材質は、好ましくは曲げ剛性が約７５～３００メガパスカル（ＭＰａ）、より
典型的には約１００～２５０ＭＰａ、更に典型的には約１７５～２２５ＭＰａを示すプラ
スチックである。曲げ剛性は、後述の「曲げ剛性試験」によって測定される。支持構造を
構築するには、プラスチックの代わりに金属又はセラミック材料を使用することができる
が、ただし、廃棄／コストの理由から、プラスチックが好ましい材料であり得る。支持構
造は、フィルタ構造に一体化されていない（すなわち別個に製造された）部品又は組立品
である。支持構造部材はフィルタ構造に使用される単なる繊維又はフィラメントよりも大
きな寸法になっている。この部材は、横断面を見たときに矩形、円形、三角形、楕円形、
台形などであり得、断面積は約２～１２ｍｍ２、又はより典型的には約４～８ｍｍ２であ
り得る。
【００５１】
　図３はフィルタ構造１８の断面図を示す。図に示すように、フィルタ構造１８には、１
つ以上のカバーウェブ５１ａ及び５１ｂ並びにフィルタ層５２が含まれ得る。カバーウェ
ブ５１ａ及び５１ｂはフィルタ層から脱落し得る繊維を捕らえるため、フィルタ層と相対
する面に配置することができる。典型的には、カバーウェブ５１ａ及び５１ｂは、特に着
用者の顔に接触するフィルタ構造１８の面には、快適な感触を提供する繊維を選択して製
造される。本発明の支持構造に使用可能なさまざまなフィルタ層及びカバーウェブの構成
体の詳細を下に記述する。
【００５２】
　図４はフィルタ構造１８の斜視図であり、第一及び第二の横断方向に延在する境界線５
３ａ及び５３ｂがこれに含まれ得る。これらの境界線はフィルタ構造１８の中央部分で互
いに十分な間隔を置いて配置されているが、側面５４及び５６の方向へ横に移動するに従
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い、互いに収束した形状になり得る境界線５３ａ及び５３ｂは、折り目、溶接線、縫い目
、接着線、ヒンジ線、又はこれらの組み合わせであり得る。一般に、第一及び第二の境界
線５３ａ及び５３ｂは、支持構造上の横断方向に延在する特定の部材の位置に対応してい
る。第一及び第二の境界線５３ａ及び５３ｂが、その間に形成され得るプリーツ５８を画
定するとき、第一及び第二の境界線５３ａ及び５３ｂは好ましくは、長手方向に可動性で
横断方向に延在する部材２６及び２８（図２ａ及び２ｂ）に固定され、これによりフィル
タ構造が、同境界線間に配置されているプリーツ５８の部分でアコーディオンのような状
態で開閉することが可能になる。フィルタ構造１８は更に、フィルタ構造の鼻の部分に供
給され得るほぼ垂直の境界線６０も含み、この線は外縁６１から下向きに中心に延在する
。この垂直方向の境界線６０は、フィルタ構造１８の製造方法に由来するものである。一
般にこのような境界線６０は、製造プロセス中に鼻の部分に寄せられ得る余分な材料を除
去するために採用されている。同様のほぼ垂直の境界線が、フィルタ構造１８の顎の部分
６２にも含まれ得る。フィルタ構造１８には、単一のプリーツ５８を画定し得る、横断方
向に延在する境界線５３ａ、５３ｂの２本だけが図示されているが、フィルタ構造１８に
は、横断方向に同様のプリーツを２本以上含めることができる。よって、複数のプリーツ
（例えば３本、４本、５本など）が存在して、ここでフィルタ構造が支持構造１６の同時
伸展に対応して伸展することが可能である（図２ａ及び２ｂ）。このような状況において
、支持構造には複数の活性ヒンジが供給され得る。フィット性と着用者の快適さを改善す
るために、エラストマー性フェースシール材を、フィルタ構造１８の外縁６１に固定する
ことができる。このようなフェースシール材は、レスピレータを着用したときに、内側に
向かって放射状に延在し、着用者の顔に接触することができる。このフェースシール材は
、熱可塑性エラストマーから製造することができる。フェースシール材の例は、米国特許
第６，５６８，３９２号（ボストック（Bostock）ら）、同第５，６１７，８４９号（ス
プリンゲット（Springett）ら）、及び同第４，６００，００２号（マリヤネック（Maryy
anek）ら）、並びにカナダ特許第１，２９６，４８７号（ヤード（Yard））に記述されて
いる。可動性支持構造と共に使用することができるプリーツのあるフィルタ構造の更に詳
しい記述は、本発明と同日出願の米国特許出願番号第６０／９７４，０２２号の「動的支
持構造及びプリーツフィルタ構造を有するレスピレータ（Respirator Having Dynamic Su
pport Structure And Pleated Filtering Structure）」（代理人整理番号第６３１６６
ＵＳ００２号）に見出すことができる。
【００５３】
　フィルタ構造は、さまざまな形状及び構成をとることが可能である。好ましくはフィル
タ構造は、支持構造に対して、又は支持構造内に、適切にフィットするように適合される
。一般にフィルタ構造の形状及び構成は、支持構造の全体的な形状に対応する。フィルタ
構造は、支持構造から放射状に内側に向かって配置することができ、また支持構造から放
射状に外側に向かって配置することができ、又は支持構造を構成するさまざまな部材の間
に配置することができる。本フィルタ構造１８は、フィルタ層５２及びカバーウェブ５１
ａ、５１ｂを含む複数の層を有しているよう図に示されているが、フィルタ構造は単純に
、フィルタ層又はフィルタ層の組み合わせを含むものであってよい。例えば、プレフィル
タを上流側に配置して、より微細かつ選択的なフィルタ層を下流側に配置することができ
る。加えて、活性炭などの吸着性材質を、フィルタ構造を構成している繊維及び／又はさ
まざまな層の間に配置することができる。更に、吸着層と共に別の粒子フィルタ層を使用
して、粒子と蒸気の両方に対するフィルタリングを提供することができる。フィルタ構造
内に配置し得るフィルタ層に関する詳細は、下に記載される。
【００５４】
　図５は複数の活性ヒンジ６４ａ及び６４ｂを有する支持構造１６’の実施形態を示す。
活性ヒンジ６４ａはすべて類似の構成を有し、これによりヒンジの中心点を中心に比較的
容易な回転が供給される。図に示すように、活性ヒンジ６４ａは最小限の幅を有し、横断
方向に延在する部材２６、２８、４６、及び５０は、同部材が各ヒンジ６４ａで会する点
において、互いにあまり遠くない間隔を置いて配置されている。横断方向に延在する部材
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２６、２８、４６、及び５０は、よって、最小限の力で互いに近づき又は離れる動きをす
ることが可能になる。本発明と共に使用される活性ヒンジは、好ましくは、後述の「レス
ピレータ伸展試験」で試験を行ったときに、そのレスピレータマスク本体の引張り伸展が
３０％で、最大負荷が約８ニュートン（Ｎ）未満、７Ｎ未満、更には６Ｎ未満を呈するこ
とを可能とする。本発明のレスピレータは更に、同じ試験で試験を行ったときに、ヒステ
リシスが９％未満、８％未満、更には７％未満を呈する。図に示されている活性ヒンジ６
４ｂは、ヒンジ６４ａよりも幅広である傾向があり、横断方向に延在する部材２８、４０
、４８、及び４９の間の間隔が大きい。この場合、これらのヒンジは（横断方向に延在す
る部材の回転運動を提供することはできるが）、横断方向に延在する部材２８、４０、４
８、及び４９の互いに離れる動きを実現するために、比較的大きな力を必要とする。着用
者の顎の動きは一般的に、レスピレータの上半分よりも下半分に対してより大きな影響を
与えるため、活性ヒンジは好ましくは、マスクの下半分に配置された横断方向に延在する
部材の方がより大きな動きを提供するように配置される。支持構造の横断方向に延在する
部材の厚さは、約０．２５～５ｍｍであり得、より典型的には１～３ｍｍであり得る。ハ
ーネスフランジ３５ａ、３５ｂの厚さは典型的に約２～３ｍｍであり得る。
【００５５】
　図５Ｅは、図５の円領域５Ｅの拡大図である。図５Ｅに示すように、活性ヒンジはＵ字
形であってよく、頂点６３及び基部６５を含み得る。頂点６３と基部６５との間の最短距
離が、幅Ｗとして記されている。頂点６３は、典型的に約０．１～１０ｍｍの範囲、より
典型的には約１～４ｍｍの範囲の半径を有する湾曲として定義される。活性ヒンジの幅Ｗ
は、典型的に約０．３～５ｍｍの範囲、より典型的には約０．５～２．５ｍｍの範囲であ
る。活性ヒンジはｓ字形又はｗ字形であってもよく、また本発明と同日出願の米国特許出
願番号第６０／９７４，０１７号の「活性ヒンジを有するフィルタリング顔面装着レスピ
レータ支持構造（Filtering Face-Piece Respirator Support Structure That Has Livin
g Hinges）」（代理人整理番号６３１６７ＵＳ００２）に示されている他の形状も含み得
る。
【００５６】
　図６ａ及び６ｂは、呼吸マスク１０”の別の実施形態を示す。この実施形態に示すよう
に、鼻部分６６はより開放的な構成にし、着用者の顔のその部分において、マスクを着用
したときにより涼しくなるようにできる。この場合、支持構造１６”はこの領域が完全に
連続的ではなく、横断方向に延在する部材６８及び７０によって画定される開口部６７を
有する。開口部６７により、ノーズクリップ７２をユーザが見ることができ、調節のため
容易にアクセス可能で、マスク本体１６”を着用者の鼻の大きさ及び形状に適合させるこ
とができる。ノーズクリップ７２は、例えば米国特許第５，５５８，０８９号及び同意匠
特許第４１２，５７３号（カスティグリオン（Castiglione））に記述されているような
アルミニウムなどの金属製の順応性を有するストリップから製造され得る。ノーズクリッ
プは更に、米国特許公開第２００７－００４４８０３Ａ１号（シュエ（Xue）ら）に記述
されているようなばね仕掛けのクリップ形態をとることができ、又は米国特許公開第２０
０７－００６８５２９Ａ１号（カラトゥール（Kalatoor）ら）に記述されているような順
応性プラスチックであってもよい。図６ａ及び６ｂに示す実施形態には、マスク本体の部
材２８及び４０の間に配置される呼気バルブ７４も図示されている。
【００５７】
　本発明のマスク本体に使用されている支持構造は、横断方向に延在する部材の数を少な
くした構成であってもよく、呼気バルブを望まない場合はフレーム（図１の３６）の使用
を排除し得る。好ましくは、支持構造の外周を画定する横断方向に延在する部材を含め、
横断方向に延在する別の部材に対して長手方向に移動する機能を有する、横断方向に延在
する部材が１つ以上存在する。本発明はさまざまな実施形態において、複数の横断方向に
延在する部材を含む支持構造で図示されているが、例えば支持構造が外周の横断方向に延
在する部材４９又は７０、及び５０のみを含むようなマスクを形成することも可能である
。そのような実施形態においては、更なる横断方向に延在する部材からの支持の必要なし
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に、カップ形状構成を保持できるようなフィルタ構造を形成することが望ましいことがあ
る。そのような実施形態において、フィルタ構造には、そのようなカップ形状構成を維持
することができるような１つ以上の硬化層が含まれ得る。別の方法として、フィルタ構造
は、そのカップ形状構成の維持を助ける構造的一体性に寄与する、１本以上の水平及び／
又は垂直の境界線を有し得る。
【００５８】
　本発明のマスク本体に使用されるフィルタ構造は、粒子捕捉タイプ又はガス及び蒸気タ
イプのフィルタであり得る。フィルタ構造はまた、例えば液体エアゾール又は液体のしぶ
きがフィルタ層に浸透することを防ぐなど、液体がフィルタ層の片側から別の側へ移動す
るのを防ぐバリア層であってもよい。用途に応じて、本発明のフィルタ構造の構築には、
類似の又は異なるフィルタ材の複数の層を使用することができる。本発明の層状マスク本
体に有効に使用できるフィルタは、マスク着用者の呼吸労力を最小限に抑えるために、一
般に圧力低下が小さい（例えば、面速度毎秒１３．８センチメートルで約１９５～２９５
パスカル）。フィルタ層は更に、予想される使用条件においてそれらの構造を維持するよ
う、可撓性及び十分な剪断強さを有する。粒子捕捉フィルタの例としては、微細な無機繊
維（グラスファイバーなど）又はポリマー合成繊維の１枚又はそれより多くのウェブが含
まれる。合成繊維ウェブには、メルトブローン法などのプロセスによって製造されるエレ
クトレット帯電ポリマーマイクロファイバーが含まれる。帯電したポリプロピレンから形
成されたポリオレフィンマイクロファイバーは、粒子捕捉用途に特に有用である。別のフ
ィルタ層は、呼吸空気中の有害な又は悪臭のある気体を除去するための吸着剤成分を含ん
でもよい。吸着剤には、接着剤、結合剤、又は繊維状構造によってフィルタ層に結合され
る粉末又は顆粒が含まれ得る（米国特許第６，１０２，０３９号（スプリンゲット（Spri
ngett）ら）及び同第３，９７１，３７３号（ブラウン（Braun））を参照のこと）。吸着
剤層は、繊維性フォーム又は網状発泡体などの基材にコーティングすることにより、薄く
密着した層を形成することができる。吸着剤材料としては、活性炭（化学処理済み、又は
未処理）、多孔質アルミナ－シリカ触媒基材、及びアルミナ粒子を挙げることができる。
さまざまな構成に適合可能な吸着性フィルタ構造の例が、米国特許第６，３９１，４２９
号（センカス（Senkus）ら）に記述されている。
【００５９】
　フィルタ層は通常、求めるフィルタ効果を達成するように選択され、一般に、通り抜け
る気体流から粒子及び／又はその他の汚染物質を高率で除去する。繊維性フィルタ層につ
いては、通常は、成型作業中にくっつき合ってしまわないように、ろ過する物質の種類に
基づいて選択された繊維が選ばれる。示されているように、フィルタ層はさまざまな形状
で用いることができ、典型的には厚さが約０．２ミリメートル（ｍｍ）～１センチメート
ル（ｃｍ）、より典型的には約０．３ｍｍ～０．５ｃｍであり、ほぼ平面的なウェブであ
ってよく、又は伸展した表面積を提供できるよう波形状であってもよい（例えば米国特許
第５，８０４，２９５号及び同第５，６５６，３６８号（ブラウン（Braun）ら）を参照
のこと）。フィルタ層には更に、接着剤又は他の任意の方法によって接合された複数のフ
ィルタ層も含まれ得る。本質的に、フィルタ層を形成することが知られている（又は今後
開発される）適切な材料ならば何でも、フィルタ材として用いることができる。ヴァン・
Ａ・ウェンテ（Wente, Van A.）著、「極細熱可塑性繊維（Superfine Thermoplastic Fib
ers）」、４８　Ｉｎｄｕｓ．Ｅｎｇｎ．Ｃｈｅｍ．１３４２以下参照（１９５６年）の
教示のように、特に持続性帯電（エレクトレット）形では、メルトブローン繊維のウェブ
が特に有用である（例えば、米国特許第４，２１５，６８２号（クビック（Kubik）ら）
を参照のこと）。これらのメルトブローン繊維は、約２０マイクロメートル（μｍ）未満
（「ブローンマイクロファイバー」をＢＭＦと称する）、典型的には約１～１２μｍの有
効繊維直径を有するマイクロファイバーであってもよい。有効繊維直径は、Ｃ．Ｎ．デー
ビス（Davies, C. N.）、「浮遊粉塵粒子の分離（The Separation Of Airborne Dust Par
ticles）」、機械技術者協会（Institution Of Mechanical Engineers）、ロンドン、会
報１Ｂ、１９５２年に従って測定され得る。特に好ましいのは、ポリプロピレン、ポリ（
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４－メチル－１－ペンテン）及びこれらの組み合わせから形成される繊維を含有するＢＭ
Ｆウェブである。ヴァン・トゥルンハウト（van Turnhout）の米国再発行特許第３１，２
８５号で教示されている帯電小繊維化フィルム繊維も適している可能性があり、またロジ
ン－ウール繊維性ウェブ及びグラスファイバーウェブ又は溶液ブロー繊維若しくは静電ス
プレー繊維、特にマイクロフィルム形態のものも適している可能性がある。電荷は、米国
特許第６，８２４，７１８号（エイツマン（Eitzman）ら）、同第６，７８３，５７４号
（アンガジヴァンド（Angadjivand）ら、同第６，７４３，４６４号（インズリー（Insle
y）ら）、同第６，４５４，９８６号及び同第６，４０６，６５７号（エイツマンら）、
並びに同第６，３７５，８８６号及び同第５，４９６，５０７号（アンガジヴァンドら）
に開示されているように、繊維を水と接触させることにより、繊維に付与することができ
る。電荷はまた、米国特許第４，５８８，５３７号（クラッセ（Klasse）ら）に開示され
ているようなコロナ帯電により、又は、同第４，７９８，８５０号（ブラウン（Brown）
）に開示されているような摩擦帯電（tribocharging）により、繊維に付与されてもよい
。更に、ハイドロ帯電プロセスにより製造されたウェブのろ過性能強化のため、添加剤を
繊維に含めることができる（ルソー（Rousseau）ら所有の米国特許第５，９０８，５９８
号を参照）。特に、フッ素原子をフィルタ層の繊維表面に配置することにより、油性ミス
ト環境でのろ過性能を改善することができる（ジョーンズ（Jones）ら所有の米国特許第
６，３９８，８４７　Ｂ１号、同第６，３９７，４５８　Ｂ１号、同第６，４０９，８０
６　Ｂ１号を参照）。エレクトレットＢＭＦフィルタ層の典型的な坪量は、１平方メート
ルあたり約１０～１００グラムである。例えば上記の特許’５０７号に記載されている技
法によって帯電させた場合、また、ジョーンズ（Jones）らの特許に記載されるようにフ
ッ素原子を含む場合、坪量はそれぞれ、約２０～４０ｇ／ｍ２及び約１０～３０ｇ／ｍ２

となる。
【００６０】
　内側のカバーウェブは、着用者の顔に接触するために滑らかな表面を提供するのに用い
られることができ、また外側のカバーウェブは、マスク本体内の遊離繊維を封入するため
、又は審美的理由から用いられることができる。カバーウェブは、フィルタ層の外側（又
は上流側）に配置されたときにプレフィルタとして機能することができるが、典型的には
フィルタ構造に対して実質的なフィルタ効果を提供するものではない。好適な程度の快適
性を得るために、内側カバーウェブは好ましくは比較的低い基本重量を有し、比較的細い
繊維から形成される。より具体的には、カバーウェブの坪量は約５～５０ｇ／ｍ２（典型
的には１０～３０ｇ／ｍ２）、繊維は３．５デニール未満（典型的には２デニール未満、
より典型的には１デニール未満であるが０．１より大）であるように作られる。カバーウ
ェブに用いられる繊維はしばしば、平均繊維直径が約５～２４マイクロメートルで、典型
的には約７～１８マイクロメートル、より典型的には約８～１２マイクロメートルである
。カバーウェブはある程度の弾性（典型的には破断時に１００～２００％であるが、必ず
しもそうではなくてよい）を有し、可塑的に変形可能であり得る。
【００６１】
　カバーウェブに好適な材料は、ブローンマイクロファイバー（ＢＭＦ）材料、具体的に
はポリオレフィンＢＭＦ材料、例えばポリプロピレンＢＭＦ材料（ポリプロピレン混合物
及びポリプロピレンとポリエチレンの混合物も含む）である。カバーウェブ用のＢＭＦ材
料製造に適したプロセスは、サビー（Sabee）ら所有の米国特許第４，０１３，８１６号
に記載されている。このウェブは、滑らかな表面上、典型的には滑らかな表面のドラム上
で繊維を集めて形成することができる。スパンボンド繊維も使用することができる。
【００６２】
　典型的なカバーウェブは、ポリプロピレン、又は５０重量％以上のポリプロピレンを含
むポリプロピレン／ポリオレフィン混合物から作製される。これらの材料は、着用者に程
度の高い柔らかさ及び快適性を提供し、またフィルタ材がポリプロピレンＢＭＦ材料であ
るとき、層間に接着剤を必要とすることなく、フィルタ材に固定された状態に保つことが
見出されている。カバーウェブで使用するのに好適なポリオレフィン材料としては、例え
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ば、単一のポリプロピレン、２種のポリプロピレンの混合物、ポリプロピレンとポリエチ
レンの混合物、ポリプロピレンとポリ（４－メチル－１－ペンテン）の混合物、及び／又
はポリプロピレンとポリブチレンの混合物を挙げることができる。カバーウェブの繊維の
一例としては、ポリプロピレン樹脂「エスコレン（Escorene）３５０５Ｇ」から製造され
たエクソン社（Exxon Corporation）製のポリプロピレンＢＭＦがあり、これは坪量が約
２５ｇ／ｍ２であり、繊維は０．２～３．１デニールの範囲である（平均、約０．８デニ
ールの繊維１００本超で測定）。他の好適な繊維はポリプロピレン／ポリエチレンＢＭＦ
（樹脂「エスコレン（Escorene）３５０５Ｇ」８５パーセントと、エチレン／α－オレフ
ィンコポリマー「エグザクト（Exact）４０２３」（これもエクソン社（Exxon Corporati
on）製）１５％を含む混合物から製造される）であり、これは坪量が約２５ｇ／ｍ２であ
り、繊維は平均約０．８デニールである。好適なスパンボンド材料としては、ドイツ国パ
イネ（Peine）のコロヴィン社（Corovin GmbH）製「コロソフト・プラス（Corosoft Plus
）２０」、「コロソフト・クラシック（Corosoft Classic）２０」及び「コロヴィン（Co
rovin）ＰＰ－Ｓ－１４」の商品名で販売されているもの、並びにフィンランド国ナキラ
（Nakila）のＪ．Ｗ．スオミネン社（J.W. Suominen OY）製「３７０／１５」の商品名で
販売されている毛羽立ちポリプロピレン／ビスコース材料が挙げられる。
【００６３】
　本発明で使用されるカバーウェブは好ましくは、処理後にウェブ表面からの繊維のはみ
出しが非常に少なく、よって滑らかな外側表面を有する。本発明に使用することができる
カバーウェブの例としては、例えば、米国特許第６，０４１，７８２号（アンガジヴァン
ド（Angadjivand）ら）、同第６，１２３，０７７号（ボストック（Bostock）ら）、及び
国際公開第９６／２８２１６Ａ号（ボストック（Bostock）ら）に開示されている。
【実施例】
【００６４】
　試験方法
　１．曲げ剛性試験（ＳＦＴ）
　支持構造製造に使用される材質の曲げ剛性は、ＡＳＴＭ　Ｄ　５３４２－９７セクショ
ン１２．１～１２．７に従って測定された。この測定において、半加工品フィルムから６
つの試料が、幅約２５．４ｍｍ、長さ約７０ｍｍの矩形に切り取られた。この試料は後述
のように調製した。テーバー（Taber）Ｖ－５剛性テスター、モデル１５０－Ｅ（テーバ
ー社（Taber Corporation）郵便番号１４１２０、ニューヨーク州ノーストナワンダ（Nor
th Tonawanda）、ブライアントストリート４５５番地より販売）を１０～１００テーバー
剛性単位設定で使用し、試料を測定した。試験の最後に装置ディスプレイからテーバー剛
性測定値を記録し、次の式を使用して曲げ弾性率が計算された：
【００６５】
【数１】

【００６６】
　テーバー剛性＝ＡＳＴＭ　Ｄ５３４２－９７セクション１２．１～１２．７に従って測
定された、材料の曲げ抵抗の記録値。
【００６７】
　幅＝フィルム試料のｃｍ単位の幅で、２．５４ｃｍ。
【００６８】
　厚さ＝材料の長さに沿って等間隔に５ヶ所、標準デジタルキャリパーを使用して測定し
た、試料の平均厚さ（ｃｍ単位）。
【００６９】
　６つの試料の曲げ剛性が平均され、材質の曲げ剛性が得られた。
【００７０】
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　２．レスピレータ伸展試験（ＲＥＴ）
　この試験では、レスピレータの３０％引張り伸展での最大負荷及びヒステリシスが測定
された。これらのパラメータはレスピレータ支持構造の動的性能の指標となる。３０％引
張り伸展での最大負荷では、動的伸展における長手方向の支持構造の柔軟性（又は伸展に
対する抵抗）が測定される。最大負荷値が低いことは、レスピレータの伸展の容易さが大
きいことを示す。ヒステリシスは、その支持構造が、形状又は状態を変化させる力が取り
除かれたときに、元の形状又は状態に戻れない性質を測定するものである。よって、本発
明の目的から、ヒステリシスが低い方が望ましい。３０％引張り伸展ヒステリシスの最大
負荷は、インストロン（Instron）４３０２ユニバーサル材料試験装置（インストロン社
（Instron Corporation）、郵便番号０２０２１、マサチューセッツ州カントン（Canton
）ロイヤルストリート１００番地から販売）を使用して測定された。試験中、インストロ
ン・マーリン（Instron Merlin）データ取得ソフトウェア（これもインストロン社から販
売）を使用して１秒ごとにデータが収集された。インストロン試験装置では、マスク本体
の静置状態又は力のかかっていない状態での長手方向長さに等しい「標点距離」が設定さ
れた。本発明のレスピレータについて、標点距離は１１４ｍｍに設定された。市販されて
いるモルデックス（Moldex）２２００　Ｎ　９５レスピレータについては、標点距離は１
２７ｍｍに設定された。各試料について、クロスヘッド速度が毎分２５４ｍｍ、３０％の
伸展で、３サイクルの試験が設定された。各サイクルについて、データ取得ソフトウェア
が最大負荷及びヒステリシスデータ、並びに％引張り応力対負荷を生成した。
【００７１】
　試験の前に、厚さ０．７６ｍｍの高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）フィルムストリップ
７６（長さ５１ｍｍ、幅２５．４ｍｍ）（ルーズプラスチック社（Loose Plastic Inc.）
郵便番号４８６１２、ミシガン州ビーバートン（Beaverton）ウェスト・デール・ロード
３１３２番地から販売）を、図７に示すように、マスク本体１２の上及び下の中央にステ
ープルで止めた。ＨＤＰＥフィルム７６は、レスピレータの形状が保存されるようにマス
ク本体１２に接合された。２枚のＨＤＰＥフィルム７６が、二分線２９に沿って中央に、
レスピレータの上及び下に取り付けられた。このとき、（内側だけ又は外側だけに力がか
かるのではなく）かかる力がマスク本体１２を通じてより均等に分配されるようにするた
め、１枚のフィルムは内側に、もう１枚は外側に配置された。ヘビーデューティスタンリ
ー（STANLEY）ステープラーワイヤ７８（１２．７ｍｍ）（スタンリー・ボスティッチ社
（Stanley Bostitch）郵便番号０２８１８ロードアイランド州イーストグリニッジ（East
 Greenwich）から販売）を使用して、ＨＤＰＥフィルム７６が完成品レスピレータにステ
ープル止めされた。引張り伸展は、レスピレータのタブ７６を「ｙ」方向に引っ張ること
により達成された。３０％の伸展を達成するために、距離Ｄでのレスピレータ静止状態か
ら、距離１．３Ｄになるまで引張り応力が増加された。
【００７２】
　３．横断方向に延在する部材の移動試験（ＴＥＭＭＴ）
　横断方向に延在する部材に対して引張り応力をかけることにより、横断方向に延在する
部材を動かすために必要な最大の力が測定された。試験は、上述の弾性率試験方法に記述
されているインストロン４３０２ユニバーサル材料試験装置を使用して行われた。インス
トロン試験装置の２本の空気圧グリップ間の標点距離は１１４ｍｍに設定された。まず横
断方向に延在する部材２つを、力をかけない状態での間隔だけ離して（この場合では５ｍ
ｍ）配置した。次に横断方向に延在する部材２つを引っ張り、これらに引張り応力をかけ
た。ベースラインの開始点から最大約３．５ｃｍ超えたになるまで、引張り応力がかけら
れた。伸展距離は、中央線に沿って測定された。引張り応力は、クロスヘッド速度が毎分
２５４ｍｍで印加された。最初の静止状態の５ｍｍ間隙が、この試験のゼロ参照点として
設定された。次に各試料について、２つの部材間の間隔を開閉することを３回試験した。
次に、各サイクルについて力対距離のデータが収集された。
【００７３】
　サンプルの調製
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　１．曲げ剛性試験
　曲げ剛性試験の試料は、レスピレータ支持構造を製造するために混合されたものと同じ
組成物ポリマー成分から調製された。支持構造のポリマー組成物については表２を参照の
こと。化合物４０グラムを使用して、半径１１４ｍｍ、厚さ０．５１～０．６４ｍｍの円
形フィルムが製造された。最初に、４０グラムの化合物材料を、ツインスクリューローラ
ーブレード、タイプ６のブラベンダー（BRABENDER）ミキサー（Ｃ．Ｗ．ブラベンダー・
インスツルメンツ社（C.W.Brabender instruments Inc.）、郵便番号０７６０６ニュージ
ャージー州サウス・ハッケンサック（South Hackensack）イースト・ウェズリー・ストリ
ート５０番地、私書箱２１２７から販売）に注ぎ入れた。ミキサーを毎分７５回転（ＲＰ
Ｍ）、温度１８５℃で作動させた。溶融した化合物を約１０分間混合した後、この混合物
を４４．５キロニュートン（ＫＮ）の力でプレスし、直径１１４ｍｍ、厚さ０．５１～０
．６４ｍｍの平らな円形フィルムが作製された。加圧は、１４９℃に設定された加熱圧盤
を用いて実施された。この加熱圧盤は、ウォバシュ・イクイップメンツ（WABASH Equipme
nts）社、郵便番号４６９９２インディアナ州ウォバシュ（Wabash）モリス・ストリート
１５６９番地、私書箱２９８号から販売されているジェネシス（Genesis）３０トン圧縮
成型プレスであった。曲げ弾性率試験の前に、フィルムを必要な試料寸法の幅２５．４ｍ
ｍ、長さ７０ｍｍに切断した。
【００７４】
　２．レスピレータ支持構造の製造
　レスピレータ支持構造の試料は、標準の射出成型プロセスを使用して製造された。図１
～２に示すフレーム形状に合った、単一空洞の雄・雌の金型が、ツールメーカーで製造さ
れた。力がかかっていない状態で、又は支持構造がまだ金型上にある状態で、この支持構
造は上下寸法が１１４ｍｍ、左右寸法が１２０ｍｍと測定された。測定は、レスピレータ
に力がかかっていない状態で、外縁の最高点と最低点の間を結ぶ直線、及び２つの活性ヒ
ンジ点の間を結ぶ直線に沿ってそれぞれ行われた。支持構造を含む部材の目標厚さは２．
５ミリメートルであった。横断方向に延在する部材は、断面が台形として与えられ、これ
により金型から支持構造をより容易に取り外すことができた。横断方向に延在する部材の
断面積は約７．５～１２ｍｍ２であった。
【００７５】
　射出成形工程では、１１０トン東芝（Toshiba）ＶＩＳ－６金型成形プレスが使用され
、表１に示す条件及び設定点で支持構造の製造が行われた：
【００７６】
【表１】

表１　レスピレータ支持構造の射出成形条件
【００７７】
　下記の表２に記載されている、指定された重量パーセントでのポリマー組成物が、混合
され、支持構造の望ましい物性を得た。
【００７８】
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【表２】

表２　支持構造組成物
＊合計組成物の１重量％未満含有。
【００７９】
　３．レスピレータフィルタ構造の製造
　レスピレータフィルタ構造は、幅２５４ｍｍの２層の不織布繊維エレクトレットフィル
タ材質から形成され、同じ幅を有する、１平方メートル当たり５０グラム（ｇｓｍ）の白
色不織布繊維スパンボンド材質の外側層１枚と、２２ｇｓｍの白色不織布繊維スパンボン
ド材質の内側層１枚との間にラミネートされた。不織布繊維スパンボンド材の両層とも、
ポリプロピレンで製造された。エレクトレットフィルタ材質は、３Ｍ　８５１１　Ｎ９５
レスピレータに使用されている標準フィルタ材質であった。ラミネートされたウェブ半加
工品を長さ２５４ｍｍに切断し、正方形を形成してから、フィルタ構造に対して横断方向
に延在する３次元（３Ｄ）プリーツ１本を有するカップ形状に成形した。
【００８０】
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　図８に示すように、点線は折り線を示し、実線は溶接（又は図４の境界線５３ａ及び５
３ｂ）を示し、複合３Ｄプリーツ（図２ａ及び２ｂの４２）は、同じ曲率半径（半径２５
８．５ｍｍ）の２本の曲線５３ａ及び５３ｂを超音波溶接することによって形成された。
各曲線の最高点の間の距離は４０ｍｍであり、曲線の２つの末端が左端及び右端の点で会
し、これらは約２０２ｍｍ離れていた。第一曲線５３ａは、ラミネートウェブの一方の辺
から７６ｍ以上離れた第一折り線８０に沿って、ラミネートされたフィルタ材を折ること
によって作製された。第二曲線５３ｂは、第二折り線８２（第一折り線８０から６２ｍｍ
の位置にある）でラミネートウェブを折ることで第二曲線に沿って溶接することによって
形成された。３Ｄプリーツを成す２本の曲線が形成された後、曲線の外側の余分な材料を
除去した。層状材料を次に、垂直中央線８４に沿って折り、図８に示すように第二曲線の
中央線から５１ｍｍ離れたところから開始して境界線６０（図４）を溶接した。この工程
により、余分な材料がすべて除去され、レスピレータ支持構造に適切にフィットするカッ
プが成形された。溶接には、超音波溶接工程が使用された。ブランソン（Branson）２０
００ａｅ超音波溶接装置と電源を用い、ピーク電力モード、１００％振幅、及び空気圧４
８３ＭＰａで実施された。
【００８１】
　４．その他のレスピレータ構成要素
　フェースシール：標準３Ｍ　４０００シリーズのレスピレータフェースシール
　ノーズクリップ：標準３Ｍ　８２１０プラスＮ　９５レスピレータノーズクリップ
　ヘッドバンド：標準３Ｍ　８２１０プラスＮ　９５レスピレータヘッドバンド材質で、
白色のもの。３Ｍ　８２１０プラスレスピレータヘッドバンドの黄色顔料は除かれた。
【００８２】
　バックル：可撓性ヒンジを有するバックパック用バックルに類似のバックルで、ヘッド
バンド材質の快適な調節が可能なもの。
【００８３】
　５．レスピレータの組み立て
　フェースシール材料を約１４０ｍｍ×１８０ｍｍの小片に切断した。次にダイカットツ
ールを用いて、１２５ｍｍ×７０ｍｍの楕円形の開口部を作製し、フェースシールの中央
に配置した。中央に開口部を備えたフェースシールを、上述の方法で作製されたレスピレ
ータフィルタ構造に接合した。フィルタエレメント構造の超音波溶接に使用したものと同
じ装置を使用して、同様の工程条件で、フェースシールをフィルタ構造に固定した。溶接
アンビルは、およそ幅１６８ｍｍ、長さ１１４ｍｍの楕円形を有していた。フェースシー
ルをフィルタ構造に接合した後、溶接線の外側にある余分の材料を除去した。組み立てら
れたフィルタ構造の外側に、鼻の部分に横断方向に、ノーズクリップを接着した。次に、
あらかじめ組み立てたフィルタエレメントを、望ましい向きで支持構造内に挿入した。複
合３Ｄプリーツは、図２ａ及び２ｂに示すように、横断方向に延在する部材２６と２８と
の間に戦略的に配置された。携帯型ブランソン（Branson）Ｅ－１５０超音波溶接装置を
、１００％出力及び溶接時間１．０秒で使用し、横断方向に延在する各部材に沿って２０
～２５ｍｍ間隔で、支持構造とフィルタ構造との間の接合点を形成した。１２．７ｍｍの
ヘビーデューティスタンリー（STANLEY）ステープルワイヤを使用して、支持構造の両側
、活性ヒンジ４４の上及び下側において、４つのヘッドバンドバックルをハーネスフラン
ジ３５にステープル止めした。長さ４５０ｍｍの編組ヘッドバンド材質をバックルに通し
、レスピレータ組み立てプロセスがこれで完了した。
【００８４】
　比較目的のため、モルデックス・メトリック社（Moldex Metric Inc.）（郵便番号９０
２３２カリフォルニア州カルバーシティ（Culver City）ウェスト・ジェファーソン・ブ
ルヴァード１０１１１番地）から市販されているモルデックス（Moldex）２２００　Ｎ　
９５レスピレータの５試料も、前述のレスピレータ伸展試験に従って試験を行った。モル
デックス２２００シリーズのレスピレータは、熱や湿気中で変形しないよう設計されたデ
ュラメッシュ（Dura-Mesh）（商標）シェルを有している。モルデックスフェースマスク
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クスの米国特許第４，８５０，３４７号（スコフ（Skov））に記述されている。
【００８５】
　試験結果
　１．曲げ剛性
　表２に示した組成物成分が、支持構造に必要な望ましい構造特性及び柔軟性特性に適合
するよう選択された。支持構造材質について計算した曲げ剛性を、下の表３に示す：
【００８６】
【表３】

表３　レスピレータ支持構造材質の曲げ剛性
【００８７】
　表３のデータは、支持構造材質の曲げ剛性は約２００ＭＰａであることを示している。
【００８８】
　２．最終製品の物理的性能
　上述のレスピレータ伸展試験を使用して、最終製品のレスピレータマスクについて、マ
スク本体を長手方向に３０％伸展させるのに必要な最大の力、及び支持構造のヒステリシ
スが測定された。
【００８９】
　ｉ．各サイクルの最大負荷
　レスピレータを伸展するために必要な最大負荷が、各サイクルに使用された最大力の記
録により測定された。
【００９０】
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【表４】

表４　長手方向３０％伸展での最大力データ
【００９１】
　表４に示すデータから、モルデックス２２００レスピレータに比較して、長手方向にマ
スク本体の３０％引張り伸展を達成するのに必要な力ははるかに小さいことが示されてい
る。
【００９２】
　ｉｉ．長手方向３０％伸展後のヒステリシス
【００９３】
【表５】

表５　ヒステリシスデータ
【００９４】
　表５のデータから、市販のモルデックス２２００レスピレータに比較して、本発明のレ
スピレータは実質的に低いヒステリシスを示している。すなわち、長手方向に可動性で横
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なくなったときに、元の状態に戻れなくなる可能性が実質的に少ないことを示している。
【００９５】
　ｉｉｉ．パーセント引張り応力対負荷
　「％引張り応力対負荷」データがグラフにプロットされた。プロットデータを図９に示
す。プロットデータから明白なように、本発明のレスピレータは、レスピレータを３０％
引っ張るのにかかる力が実質的に少なくて済む。
【００９６】
　ｉｖ．横断方向に延在する部材の移動測定
　上述の試料調製セクションで記述した５つのレスピレータ支持構造が製造された。支持
構造の他の部分の干渉を除外するため、幅２４．５ｍｍ、長さ７６ｍｍの上述のＨＤＰＥ
フィルムを、１２．７ｍｍヘビーデューティスタンリー（STANLEY）ステープラーワイヤ
（スタンリー・ボスティッチ社（Stanley Bostitch））を使用して、横断方向に延在する
部材（図１、２ａ、２ｂの２６及び２８）に取り付けた。
【００９７】
　垂直中央線において支持構造の横断方向に延在する部材２６及び２８を長手方向に動か
すのに必要な力が、上述の試験方法を使用して測定された。以下の表６に示す力は、横断
方向に延在する部材を長手方向に伸展するのに必要な力を表わす。
【００９８】
【表６】

表６　ＴＥＭＭＴデータ
【００９９】
　表６のデータには、隣接する横断方向に延在する部材を長手方向に引き離すには、非常
に小さな力で済むことが示されている。このデータのグラフを図１０に示す。
【０１００】
　本発明は、その趣旨及び範囲から逸脱することなく、さまざまな変形及び変更を加えら
れてもよい。したがって、本発明は、上記に限定されず、以下の請求項及びすべてのその
等価物に記述する制限によって規制される。
【０１０１】
　更に本発明は、本明細書に具体的に開示されていない要素がなくとも適切に実施可能で
あり得る。
【０１０２】
　上記のすべての特許及び特許出願は、「背景技術」部分のものを含め、全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる。そのように参照によって組み込まれた文書と上記明細書との
間に、開示内容の矛盾又は不一致がある限りにおいては、上記明細書が優先される。
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